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就学前の児童

〇２歳未満は引き続き、マスク着用は奨めない

保育所等では、個々の発達の状況や体調等をふまえる必要があることから、他者との身体的距離に
かかわらず、マスク着用を一律には求めない。なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、
施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスクの着用を求めることは考えられる。

〇２歳以上は、オミクロン株対策以前の取扱いに戻す

保育所等では、発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童については、
可能な範囲で一時的に、マスク着用を奨める

【変更前（オミクロン株対策）】

【変更後】

マスクの着用について（R4.5.20 厚生労働省 事務連絡、R4.5.23 基本的対処方針）

【学校】 （文部科学省学校衛生管理マニュアル、【Ｒ４.5.20 厚生労働省 事務連絡】をふまえたR4.5.24 文部科学省事務連絡）

〇身体的距離（２ｍ）が確保でき、会話をほとんど行わない場合はマスク着用不要
○体育の授業ではマスク着用不要 ※話し合い活動など運動をしていない場面ではマスク着用

○運動部活動は体育の授業の取扱いに準じつつ、各競技団体のガイドラインをふまえて対応
活動実施中以外の練習場所や更衣室等共有エリアの利用時、食事や移動時はマスク着用


